
サポート通訳者の登録について 
 
社会医療法人北斗 北斗病院は十勝管内に於ける外国人患者受入の拠点的な医療機関と

して、管内在住の外国人や治療・健診を目的に来日する外国人の受入れを行っております。 
さらに、今後見込まれる外国人の増加に伴い、それらの外国人が安心して診察や検査、治

療、健診を受けられる環境を整備するため、院内対応が難しい言語について近隣に在住する

外国人や一定以上の外国語レベルを有する日本人を予めサポート通訳者として登録し、必

要な時にサポートをお願い出来る体制を構築する事業を実施しております。 
 

１．主な対象言語：英語、ロシア語以外の言語。 
２．登録要件：1) 対象言語を母国語としビジネス会話レベル以上の日本語能力を有する十

勝管内に住む外国人*1*2 

2) ビジネス会話レベル以上の対象言語能力を有する日本人*1 
*1 それぞれ通訳歴は問いません。 *2 報酬の受取が可能な方。 

３．登録方法：①書類提出（履歴書、在留資格等）→ ②面談 → ③登録契約 
４．サポート依頼時の報酬： 

通訳報酬： A クラス：通訳歴 5 年以上 7,000 円（税別） 
（１時間あたり） B クラス：通訳歴 5 年未満 5,000 円（税別） 

 C クラス：通訳歴１年未満 3,000 円（税別） 
 ＊通訳時間外で翻訳作業が必要な場合は別途取り決める 
 

交通費（往復）： 帯広市内 500 円 
 芽室町、幕別町、音更町、中札内村、更別村 1,000 円 
 上記以外の地域 1,500 円 

５．サポート通訳者対象の予定行事 
1) 勉強会：医療分野の専門用語などについて当院の医療通訳者が勉強会を実施します。 
2) 院内見学：実際にサポートをお願いする現場を予め見て知識を深めます。 
＊実施時期は未定。＊行事出席は交通費のみ支給。報酬対象にはなりません。 

６．問い合わせ先（書類提出先） 
 社会医療法人 北斗 法人本部事業推進部 
 地域医療連携推進課 伊藤 慎、セリバノフ・アレクサンドル 
 Tel: 0155-48-8000、e-mail: m.ito@hokuto7.or.jp, selivanov@hokuto7.or.jp 

以上 
 
 
 


